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An Introduction to Research on Buddhist “Law” Based 
on Shinran’s Ideology: The Two Aspects to understanding 

Affliction according Shinran

TANAKA Muryo

Summary 
There is prior research within the study of Buddhist “law” based on Shinran’s 
ideology, conducted by Seiichirō Ono and Munenobu Hirakawa, in which they 
focus on Shinran’s anthropology and attempt to use it as the foundation for the 
law. After studying their method of research, I have attempted to research the 
Buddhist legal theory based on Shinran’s ideology through proving Shinran’s 
anthropology by focusing on the two aspects of the afflictions (bonnō), or earthly 
desires, as explained by Shinran, and discussing the law that is based on that 
anthropology. This paper discusses the two aspects of affliction according to 
Shinran as the first step in that research.

Shinran says that there are two aspects to the afflictions: the first is dan bonnō, 
which is the endless circle of earthly desires, and the second is fudan bonnō, which 
is salvation, or enlightenment through earthly desires. Dan-bonnō is shown as 
something that we should eliminate. It is a part of the circle of transmigration, and 
therefore cannot lead to salvation. At this point, Amida Buddha enters the world of 
affliction, and leads all the afflictions of sentient beings to the fudan bonnō aspect. 
As for the fudan bonnō, it is understood that earthly desires are in themselves 
enlightenment. There, salvation can be found. 

An any case, using just the “enlightenment through earthly desires” aspect as 
a basis, the logic of affliction as justice would justify the convenience, greed, and 
earthly desires of oneself or one’s country, and the world could be filled with this 
affirmation. If we provisionally formulated a legal theory from only that point of 
view, it could go in a potentially very dangerous direction. “If the karmic cause so 
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prompts us, we will commit any kind of act.” It is precisely because we are human 
that influential people and nations must always be thinking “Do not take a liking 
to poison just because there is an antidote.”

親鸞思想に基づく仏教「法学」論の研究序説（一）
─親鸞における煩悩理解の二側面─

田 中 無 量
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親鸞思想に基づく仏教「法学」論の研究序説（一）

親
鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教
「
法
学
」
論
の
研
究
序
説
（
一
）

─
親
鸞
に
お
け
る
煩
悩
理
解
の
二
側
面

─

田

中

無

量

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

応
用
仏
教
学　

仏
教
法
学　

無
自
性
仏
性
説　

小
野
清
一
郎　

村
上
速
水

序　
　

論

仏
教
思
想
を
基
盤
と
す
る
法
学
の
研
究
、
す
な
わ
ち
仏
教
「
法
学
」）

1
（

の
研
究
は
、
法
学
者
に
お
い
て
す
で
に
試
み
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
代
表
が
、
小
野
清
一
郎
（
一
八
九
一
～
一
九
八
六
。
法
学
博
士
）、
平
川
宗
信
で
あ
る）

2
（

。
彼
ら
は
⽇
本
の
法
律
自
体
が
西
欧

か
ら
の
輸
入
法
で
あ
り
、
西
洋
の
人
間
観
に
基
づ
い
て
構
築
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
⽇
本
独
自
の
思
想
に
基
づ
い
た
「
法

学
」
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
い
ず
れ
も
仏
教
思
想
、
特
に
親
鸞
思
想
か
ら
の
「
法
学
」
研
究
を
試
み
て
い
る
。
そ
の

う
ち
の
一
つ
方
法
論
が
、「
法
学
」（
特
に
刑
事
法
学
）
の
立
場
か
ら
、
⽇
本
の
「
法
学
」
構
築
の
基
盤
に
親
鸞
の
「
人
間
論
」
を

据
え
て
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
研
究
に
対
し
同
じ
く
法
学
者
の
立
場
か
ら
は
研
究
が
な
さ
れ
る
も
の
の
、
真
宗
学
や
仏
教

学
の
立
場
か
ら
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
、
真
宗
学
、
仏
教
学
の
立
場
か
ら
、
親
鸞
と
い
う
一
人
の
思
想
家
の
人

間
論
を
考
察
し
、
そ
の
人
間
論
に
基
づ
い
て
「
法
学
」
全
般
を
研
究
し
て
み
た
い）

3
（

。
い
う
ま
で
も
な
く
、
⽇
本
で
は
政
教
分
離
と



─ 36 ── 36 ─

し
て
宗
教
と
政
治
を
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
が
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
⽇
本
を
親
鸞
、
浄
土
真
宗
の
国
家
に
し
よ
う
と
い
う

こ
と
で
は
全
く
な
い
。
小
野
・
平
川
が
試
み
た
仏
教
、
特
に
親
鸞
の
人
間
論
を
基
盤
と
す
る
「
法
学
」
研
究
を
、
真
宗
学
、
仏
教

学
の
立
場
か
ら
研
究
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
法
学
」
と
は
、
法
解
釈
学
、
法
社
会
学
な
ど
、
法
に
関
す
る
研

究
全
般
を
総
称
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
哲
学
の
み
を
示
す
も
の
で
は
な
い）

4
（

。
例
え
ば
今
後
、「
法
学
」（
法
解
釈
学
な
ど
）
の
諸
論

点
に
対
し
、
親
鸞
の
仏
教
（
特
に
人
間
論
）
に
基
づ
く
場
合
、
ど
う
解
釈
す
る
べ
き
か
と
い
う
「
法
解
釈
学
」
の
分
野
に
進
む
こ

と
を
視
野
に
入
れ
て
い
る）

5
（

。

さ
て
仏
教
学
に
は
「
応
用
仏
教
学
」（A

pplied Buddhist Studies

）
と
い
う
分
野
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
六
一
年
に
梶
村

昇）
6
（

が
論
じ
、
西
義
雄）

7
（

や
藤
田
清）

8
（

な
ど
が
そ
の
研
究
分
野
に
つ
い
て
論
考
し
て
い
る
。
梶
村
は
、「
応
用
仏
教
学
」
が
仏
教
教
義
を

時
代
的
状
況
に
適
応
解
釈
す
る
体
系
的
叙
述
で
あ
る
こ
と
、
仏
教
の
本
質
と
独
自
性
を
失
わ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
時
代
的
状
況

と
関
連
さ
せ
る
方
法
に
よ
っ
て
現
実
に
根
差
し
た
仏
教
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
学
」
と
し

て
の
体
系
を
整
え
る
に
は
応
用
仏
教
学
の
方
法
論
、
構
造
、
組
織
な
ど
を
必
要
と
す
る
と
述
べ
て
い
る）

9
（

。
ま
た
西
義
雄
は
、
応
用

仏
教
学
の
基
礎
学
と
そ
の
分
野
を
明
か
す
た
め
に
三
種
の
立
場
を
立
て
、
そ
の
第
一
の
立
場
に
、
仏
教
に
お
け
る
文
献
学
的
、
歴

史
学
的
研
究
を
仏
教
研
究
の
基
礎
学
と
見
た
う
え
で
、
倫
理
学
、
法
律
学
、
経
済
学
、
心
理
学
、
民
俗
学
、
社
会
学
等
々
の
立
場

か
ら
こ
れ
に
関
連
す
る
仏
教
の
研
究
を
応
用
学
の
分
野
と
見
る
立
場）

（1
（

を
挙
げ
る
。
ま
た
藤
田
清
は
、「
応
用
仏
教
（
諸
）
学
」
と

呼
び
、「（
諸
） 

学
の
（
諸
） 

は
今
後
広
汎
な
領
域
に
わ
た
っ
て
無
数
の
学
の
成
立
し
得
る
可
能
性
」）

（（
（

が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の

後
様
々
な
研
究
が
な
さ
れ）

（1
（

、
仏
教
思
想
を
基
盤
と
す
る
「
応
用
仏
教
学
」
は
研
究
分
野
と
し
て
確
立
さ
れ
、
す
で
に
仏
教
経
済
学

な
ど
が
あ
る）

（1
（

。
そ
の
一
方
、
仏
教
研
究
を
基
礎
学
と
し
た
「
法
学
」、
い
わ
ゆ
る
仏
教
「
法
学
」
の
研
究
は
仏
教
学
、
真
宗
学

（「
実
践
真
宗
学
」）
を
専
門
と
す
る
研
究
者
の
間
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い）

（1
（

。
こ
れ
は
、
梶
村
が
指
摘
し
た
「
応
用
仏
教

学
」
に
お
け
る
仏
教
「
法
学
」
の
方
法
論
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
一
つ
の
要
因
と
考
え
ら
れ
る
。
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親鸞思想に基づく仏教「法学」論の研究序説（一）

し
か
し
法
学
者
で
あ
る
小
野
・
平
川
は
、「
法
学
」（
特
に
刑
事
法
学
）
の
立
場
か
ら
、
⽇
本
の
「
法
学
」
構
築
の
基
盤
に
、
⽇

本
独
自
の
思
想
で
あ
る
親
鸞
思
想
（
特
に
そ
の
「
人
間
論
」）
を
据
え
て
、
⽇
本
の
「
法
学
」
を
再
構
築
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

か
か
る
研
究
方
法
は
、「
応
用
仏
教
学
」（「
実
践
真
宗
学
」）
の
分
野
に
お
け
る
仏
教
「
法
学
」（
真
宗
「
法
学
」）
と
い
う
研
究
方

法
の
確
立
に
向
け
て
も
、
大
い
な
る
可
能
性
を
感
じ
る
。
た
だ
し
か
か
る
論
考
は
後
に
紹
介
す
る
が
、
彼
ら
は
あ
く
ま
で
も
法
学

者
で
あ
り
、
仏
教
学
や
真
宗
学
を
専
門
と
し
て
お
ら
ず
、
特
に
小
野
は
当
時
の
戦
時
教
学
に
傾
倒
し
、
全
体
主
義
に
基
づ
く
法
学

を
展
開
し
た
こ
と
は
、
後
の
法
学
者
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
平
川
は
小
野
の
研
究
に
対
し
て
批
判
を
加
え
、
鈴
木
大
拙
、

曽
我
量
深
ら
の
理
解
を
通
し
た
親
鸞
教
学
、
あ
る
い
は
龍
樹
や
聖
徳
太
子
な
ど
の
文
献
に
よ
り
、
親
鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教
「
法

学
」
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
が
、
親
鸞
思
想
の
み
に
基
づ
く
研
究
で
は
な
か
ろ
う
。
仮
に
、
仏
教
「
諸
学
」
の
研
究
と
し
て
、

仏
教
の
一
人
の
思
想
家
の
あ
る
特
定
の
仏
教
思
想
に
基
づ
く
諸
学
研
究
と
い
う
方
法
論
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
特
定
の
思
想

家
（
例
え
ば
親
鸞
）
の
あ
る
特
定
の
仏
教
思
想
（
例
え
ば
煩
悩
論
）
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
明
か
し
た
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
い

て
あ
る
特
定
の
分
野
（
例
え
ば
法
学
）
を
研
究
し
て
い
く
と
い
う
方
法
論
が
考
え
ら
れ
よ
う）

（1
（

。

筆
者
は
、
先
述
の
法
学
研
究
の
方
法
を
受
け
、
真
宗
学
、
仏
教
学
の
立
場
か
ら
文
献
学
的
に
親
鸞
思
想
（
特
に
そ
の
人
間
論
）

を
明
か
し
た
上
で
、「
法
学
」（
憲
法
、
刑
事
法
学
な
ど
の
実
定
法
を
含
む
法
学
全
般
）
を
研
究
す
る
と
い
う
、
親
鸞
思
想
に
基
づ

く
仏
教
「
法
学
」
論
の
研
究
を
試
み
る
こ
と
で
、「
応
用
仏
教
学
」
の
一
分
野
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
仏
教
「
法
学
」
研
究
の
一
方

法
論
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
真
宗
学
の
「
実
践
真
宗
学
」
の
分
野
に
お
い
て
は
、
真
宗
「
法
学
」（Shinshu law

））
（1
（

論
の
研
究

の
確
立
を
目
指
し
た
い
と
思
う
。
将
来
的
に
確
立
で
き
れ
ば
、
法
学
研
究
の
一
助
に
も
な
り
得
よ
う
。

右
を
踏
ま
え
筆
者
は
、
親
鸞
の
人
間
論
を
親
鸞
の
煩
悩
理
解
か
ら
論
考
し
た
い）

（1
（

。
親
鸞
は
、「
一
切
善
悪
凡
夫
人
」）

（1
（

と
語
り
、

一
切
の
衆
生
が
善
悪
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
煩
悩
成
就
の
凡
夫
」）

11
（

、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
」）

1（
（

等
と
語
り
、

凡
夫
を
「
煩
悩
」
と
関
連
付
け
て
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
親
鸞
に
お
い
て
「
煩
悩
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
、
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親
鸞
に
お
い
て
「
煩
悩
成
就
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る）

11
（

。
当
稿
は
、「
親
鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教

「
法
学
」
論
の
研
究
序
説
（
一
）」
と
し
、
ま
ず
は
親
鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教
「
法
学
」
論
の
系
譜
を
明
か
し
た
う
え
で
、
親
鸞
に

お
け
る
煩
悩
理
解
の
二
側
面
に
つ
い
て
論
考
し
て
み
た
い
。

一　

親
鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教
「
法
学
」
論
の
系
譜

親
鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教
「
法
学
」
研
究
の
先
学
と
し
て
、
小
野
清
一
郎
と
平
川
宗
信
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
ら
の
研
究
を
述
べ

る
前
に
、
か
か
る
研
究
が
な
さ
れ
た
一
要
因
と
考
え
ら
れ
る
、「
法
学
」
研
究
の
基
礎
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
て
お
き
た
い）

11
（

。

現
在
⽇
本
の
法
律
は
、
近
代
の
西
欧
、
欧
米
か
ら
輸
入
さ
れ
た
法
律
で
あ
り
、
西
欧
か
ら
継
受
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。
こ
の
西

欧
法
の
歴
史
を
概
観
す
る
と
、
古
代
に
は
ロ
ー
マ
法
が
あ
り
、
中
世
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
き
、
法
学
、
法
律
学
は
神
の
秩

序
を
地
上
に
実
現
す
る
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
一
八
世
紀
頃
、
近
代
合
理
精
神
に
従
い
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
色
彩

が
除
か
れ
て
い
く
。
こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と
ロ
ー
マ
法
と
が
結
び
つ
い
た
法
制
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
色
彩
を
排
除
し
、
近
代

合
理
精
神
を
軸
に
組
み
立
て
直
す
こ
と
で
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
が
完
成
し
て
い
く
。
こ
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
を
継
受
し
て
、

⽇
本
の
法
律
学
は
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
法
学
に
は
、「
法
の
支
配
（rule of law

）」
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
権
力

者
と
い
え
ど
も
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
法
」
が
あ
る
と
す
る
立
憲
主
義
の
考
え
が
あ
る
。
こ
の
「
法
」
と
は
人
間
の
作
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
あ
る
「
法
」
で
あ
り
、
近
代
法
で
い
え
ば
「
理
性
に
基
づ
く
法
」「
人
間
の
本
性
に
由
来
す
る
法
」

で
あ
る
。
こ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
「
自
然
法
」
と
呼
び
、
そ
の
法
に
基
づ
き
、
憲
法
が
文
章
化
さ
れ
実
定
法
と
な
り
、
そ
の
憲

法
に
基
づ
き
様
々
な
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
く
。
現
在
の
⽇
本
の
法
律
は
、
西
欧
か
ら
の
輸
入
法
学
で
あ
る
た
め
、
西
洋
法
の
思
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親鸞思想に基づく仏教「法学」論の研究序説（一）

想
的
伝
統
、
西
洋
的
伝
統
の
上
で
成
立
し
、
⽇
本
の
法
律
は
世
界
的
に
も
欧
米
法
の
亜
流
と
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
歴
史
的
事
実
か
ら
、
⽇
本
の
法
律
の
基
に
な
る
も
の
は
西
欧
の
法
律
学
で
あ
り
、
そ
の
西
欧
の
法
律
学
は
西
欧
の
精
神
的
伝
統

の
上
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
⽇
本
の
思
想
に
基
づ
く
⽇
本
の
法
律
学
を
再
構
築
す
る
と
い
う
試
み
（
例
え
ば
仏
教
か
ら

刑
法
学
を
考
え
る
と
い
う
発
想
）
自
体
、
法
学
の
研
究
に
存
在
し
得
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
く）

11
（

。

右
に
概
観
し
た
⽇
本
の
「
法
学
」
の
在
り
方
に
疑
問
を
持
ち
、
⽇
本
独
自
の
思
想
で
あ
る
仏
教
、
特
に
親
鸞
思
想
に
基
づ
く
法

学
論
を
構
築
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
小
野
清
一
郎
と
平
川
宗
信
で
あ
る
。
小
野
は
、
明
治
二
四
年
に
生
ま
れ
、
昭
和
六
一
年
、
九

五
歳
で
死
去
す
る
ま
で
の
間
、
法
学
、
仏
教
に
関
係
す
る
大
変
多
く
の
論
文
を
残
し
、
仏
教
に
関
し
て
は
島
地
大
等
を
師
と
し
て

い
る
。
小
野
が
教
授
と
し
て
長
年
務
め
た
愛
知
学
院
大
学
の
小
野
文
庫
に
は
小
野
の
寄
贈
書
が
あ
り
、
仏
教
・
刑
法
学
を
中
心
に

約
一
一
〇
〇
〇
冊
の
図
書
と
、
約
一
四
〇
〇
点
の
書
類
、
原
稿
関
係
を
収
め
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
彼
は
法
学
の
み
な
ら
ず
、

仏
教
学
に
お
い
て
も
功
績
を
残
し
た
と
い
え
る
。
し
か
も
親
鸞
教
学
に
造
詣
が
深
く
、『
歎
異
抄
講
話
』）

11
（

の
著
作
も
あ
る
。
小
野

は
『
仏
教
と
現
代
思
想
』）

11
（

を
大
正
一
四
年
に
す
で
に
出
版
し
て
お
り
、
仏
教
、
特
に
親
鸞
思
想
か
ら
法
学
を
論
じ
る
研
究
に
か
な

り
早
い
段
階
か
ら
着
手
し
、
そ
の
意
味
で
は
応
用
仏
教
学
、
実
践
真
宗
学
の
先
駆
的
存
在
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
法
学
の
立
場

か
ら
は
多
く
の
研
究）

11
（

が
あ
る
が
、
真
宗
学
や
仏
教
学
の
立
場
か
ら
は
研
究
さ
れ
て
い
な
い
現
状
が
あ
る）

11
（

。
従
っ
て
仏
教
、
真
宗
に

関
す
る
著
作
を
数
多
く
残
し
た
小
野
の
思
想
、
い
わ
ば
「
小
野
教
学
」
は
、
仏
教
学
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
こ
の
「
小
野
教
学
」
に
つ
い
て
、
戦
時
中
に
書
か
れ
た
『
⽇
本
法
理
の
自
覚
的
展
開
』）

11
（

と
、
晩
年
の
著
で
あ
る
『
歎
異
抄
講

話
』
に
語
ら
れ
る
小
野
教
学
の
極
一
部
を
紹
介
し
た
い
。

小
野
は
『
⽇
本
法
理
の
自
覚
的
展
開
』
に
お
い
て
、
⽇
本
法
学
の
樹
立
を
目
指
し
、
後
に
仏
教
刑
法
学
と
も
呼
ば
れ
る
論
理
を

展
開
し
て
い
く
。
冒
頭
に
、
⽇
本
に
お
け
る
法
は
西
洋
の
法
そ
の
ま
ま
で
よ
い
の
か
、
と
問
い
、「
私
は
法
を
歴
史
的
・
民
族
的

な
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
⽇
本
の
法
に
は
⽇
本
歴
史
的
・
⽇
本
民
族
的
な
特
徴
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
⽇
本
法
」
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に
内
在
す
る
「
理
」（
事
理
）
を
「
⽇
本
法
理
」
と
名
づ
け
て
い
く
。
こ
の
⽇
本
法
理
は
、
⽇
本
法
を
一
の
全
体
的
秩
序
と
し
て

観
た
場
合
、
そ
れ
に
内
在
す
る
生
き
た
「
事
理
」（
道
理
・
条
理
・
人
倫
の
理
と
し
て
の
倫
理
）
で
あ
る
と
の
考
え
を
明
か
す
。

そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
⽇
本
道
義
で
あ
り
、
⽇
本
精
神
で
あ
る
と
も
示
し
、
か
か
る
意
味
に
お
け
る
⽇
本
法
理
の
探
究
と
そ
の
現

⾏
法
へ
の
展
開
は
、
今
後
に
お
け
る
我
が
法
学
の
任
務
で
あ
り
、
立
法
的
・
司
法
的
実
践
の
任
務
で
も
あ
る
と
主
張
す
る）

11
（

。
さ
ら

に
⽇
本
の
法
学
が
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ド
イ
ツ
と
い
っ
た
西
洋
法
学
の
移
植
で
あ
り
、
受
容
で
あ
っ
た
こ
と
を
問
題
視
し
、

真
の
⽇
本
法
学
を
樹
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
⽇
本
法
学
の
当
然
の
任
務
で
あ
る
と
強
調
す
る）

1（
（

。
そ
し
て
⽇
本
法
に
は
⽇
本
法
の
理

が
あ
り
、
歴
史
的
発
展
に
内
在
し
て
そ
の
発
展
を
推
進
す
る
「
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
認
識
し
自
覚
す
る
⽇
本
法
理
の
学
が
即
ち

⽇
本
法
理
学
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
す
。
さ
ら
に
具
体
的
・
特
殊
な
、
し
か
も
そ
れ
を
通
し
て
一
如
平
等
の
普
遍
世
界
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
述
べ
、
仏
教
の
一
如
平
等
を
こ
こ
に
語
っ
て
い
く）

11
（

。

ま
た
小
野
は
こ
の
⽇
本
法
の
本
質
に
つ
い
て
道
義
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
、「
道
義
」
と
は
人
倫
生
活
の
道
で
あ
り
、「
理
」

（
倫
理
・
道
理
・
条
理
）
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
が
「
法
」
で
あ
る）

11
（

と
、
冒
頭
の
箇
所
に
関
連
付
け
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

東
洋
の
道
義
思
想
、
法
理
思
想
に
お
い
て
は
人
格
を
超
え
る
普
遍
者
を
み
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
唯
一
絶
対
の
神
で
は
な
く
、

人
倫
世
界
（
宇
宙
的
世
界
、
普
遍
的
生
命
）
で
あ
る
と
し
、
そ
の
前
で
は
個
人
の
生
命
や
人
格
は
無
で
あ
り
、
空
で
あ
る
と
主
張

す
る
。
し
か
も
個
人
的
人
格
は
宇
宙
的
生
命
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
に
生
き
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
個
人
の
道

徳
は
現
実
の
人
倫
的
道
義
に
お
い
て
そ
の
完
き
を
期
す
べ
き
も
の）

11
（

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
小
野
は
、
仏
教
の
「
空
」
を
「
無
」
と
曲

解
し
、
個
人
の
人
格
や
道
徳
を
人
倫
の
世
界
や
道
義
と
一
体
化
さ
せ
て
い
く
。
さ
ら
に
、「
⽇
本
に
お
け
る
法
の
明
確
な
る
現
象

と
し
て
」
聖
徳
太
子
の
憲
法
十
七
条
を
挙
げ
、「
明
ら
か
に
「
法
」
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
後
世
に
お
い
て
も
法

と
し
て
認
め
ら
れ
た
も
の
」）

11
（

で
あ
る
と
述
べ
て
い
く
。
そ
し
て
法
は
道
義
で
あ
る
こ
と
は
憲
法
十
七
条
の
み
な
ら
ず
、
⽇
本
歴
史

の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
い
て
こ
れ
を
立
証
し
得
る
と
し
た
う
え
で
、
法
と
は
国
家
の
立
法
、
司
法
、
な
い
し
⾏
政
に
よ
っ
て
維
持
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さ
れ
る
道
義
的
規
範
（
国
家
的
道
義
）
で
あ
り
、
⽇
本
の
法
は
本
来
皇
法
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
道
義
で
あ
る
と
共
に

宗
教
的
絶
対
を
帯
び
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
国
家
的
・
公
的
な
も
の
で
あ
る）

11
（

と
述
べ
て
い
く
。
つ
ま
り
小
野
は
、
聖
徳
太
子
の

憲
法
十
七
条
の
「
和
」
の
精
神
を
根
拠
に
据
え
、「
法
」
＝
「
道
義
的
規
範
」
＝
「
皇
国
・
皇
法
」
を
明
か
し
、
さ
ら
に
は
「
国

体
」
と
も
結
び
付
け
て
い
く
。
そ
し
て
、「
⽇
本
の
国
体
」
は
「
神
な
が
ら
の
絶
対
な
る
道
に
基
く
天
皇
の
統
治
」
と
、
そ
れ
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
「
億
兆
一
心
の
道
義
」
と
に
求
め
る
他
は
な
く
、
こ
れ
こ
そ
⽇
本
国
家
の
不
動
の
体
で
あ
る）

11
（

と
明
か
し
、
憲

法
十
七
条
を
媒
介
に
し
て
、
⽇
本
の
「
法
」
の
本
質
を
、「
皇
法
・
皇
国
・
国
体
」
と
了
解
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
野
は
、「
⽇
本
刑
法
は
⽇
本
道
義
の
実
現
を
そ
の
目
的
と
す
る
」
と
し
、「
自
業
自
得
は
厳
粛
な
る
道
義
・
倫
理
の
法

則
で
あ
る
」
と
し
て
刑
法
に
お
い
て
妥
当
で
あ
る
と
す
る）

11
（

。
そ
の
う
え
で
「
い
か
な
る
罪
悪
の
衆
生
を
も
摂
取
し
て
捨
て
ざ
る
の

が
東
洋
的
慈
悲
で
あ
る
。
⽇
本
刑
法
は
何
処
ま
で
も
御
陵
威
の
下
に
仁
慈
の
大
御
心
を
体
し
て
億
兆
一
心
の
和
を
実
現
す
る
道
義

刑
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）

11
（

と
し
、「
⽇
本
刑
法
は
⽇
本
法
理
を
根
柢
と
し
て
、
そ
の
上
に
在
る
べ
き
」）

11
（

と
主
張
し
て
い
る
。

ま
た
小
野
は
、
多
く
の
著
作
に
お
い
て
憲
法
十
七
条
を
親
鸞
思
想
と
関
連
付
け
て
解
釈
し
て
い
る）

1（
（

。
そ
れ
は
晩
年
に
お
い
て
も

同
様
で
あ
る
。
晩
年
の
著
書
で
あ
る
『
歎
異
抄
講
話
』
に
、「
善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
に
つ
い
て

解
説
す
る
箇
所
で
、
人
倫
の
理
ま
た
は
法
に
順
う
こ
と
が
善
で
あ
り
、
人
倫
の
法
に
背
く
こ
と
が
悪
で
あ
る
と
講
述
す
る
。
し
か

し
善
悪
の
判
断
は
人
に
よ
り
立
場
に
よ
り
一
致
し
な
い
と
明
か
し
、
仏
法
は
そ
れ
を
我
執
、
自
我
へ
の
執
着
と
し
て
斥
け
る
と
説

き
、
こ
の
仏
法
を
現
実
の
政
治
に
生
か
そ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
憲
法
十
七
条
の
第
十
条
を
引
用
し
、
こ
れ
こ
そ
仏
教
の
「
さ
と

り
」
か
ら
来
る
倫
理
で
あ
り
、
法
で
あ
る
と
し
て
い
る）

11
（

。
そ
し
て
こ
れ
に
続
く
形
で
、
親
鸞
に
お
け
る
念
仏
の
信
は
、
善
悪
を
超

え
る
、
ま
さ
に
超
倫
理
的
な
信
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
無
上
の
倫
理
で
あ
り
、
倫
理
的
な
悩
み
を
も
つ
か
ら
の
救
い
で
あ
る
。
悪
に

悩
ま
な
い
者
に
は
弥
陀
の
本
願
も
必
要
が
な
く
、
人
間
の
世
界
に
お
い
て
倫
理
は
必
然
的
で
あ
る
か
ら
、
本
願
を
信
ず
る
者
も
こ

の
世
に
あ
る
限
り
、
倫
理
の
実
践
に
悩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
悩
み
の
う
ち
に
自
己
の
罪
業
の
深
さ
を
慚
愧
し
つ
つ
、
本
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願
の
か
た
じ
け
な
さ
を
お
も
う
と
こ
ろ
に
、
相
対
的
な
倫
理
、
無
上
の
倫
理
と
し
て
の
念
仏
が
あ
り
、
念
仏
者
の
現
実
生
活
が
あ

る）
11
（

、
と
語
る
。
さ
ら
に
別
の
箇
所）

11
（

で
は
、
親
鸞
の
念
仏
思
想
が
超
倫
理
的
、
無
上
の
倫
理
、
社
会
的
・
全
人
類
的
倫
理
（
こ
れ
が

戦
時
中
で
あ
れ
ば
国
体
や
皇
法
と
な
る
可
能
性
が
残
ろ
う
）
を
説
く
も
の
と
も
し
て
い
る
。

近
年
、
小
野
の
法
学
は
、
戦
時
教
学
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
法
学
者
に
よ
り
多
く
の
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
ま
た
彼
の

思
想
は
、
そ
も
そ
も
当
時
の
⽇
本
主
義
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
仏
教
を
法
学
に
応
用
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
方

も
考
え
ら
れ
る
が
、
小
野
自
身
が
⽇
本
主
義
の
思
想
に
基
づ
く
法
論
理
の
根
拠
に
据
え
た
も
の
は
、
他
の
⽇
本
の
宗
教
で
は
な
く
、

仏
教
、
特
に
親
鸞
教
学
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
真
宗
、
仏
教
の
教
学
が
、
あ
る
種
の
「
応
用
仏
教
学
」
の
試
み
に
よ
り

時
代
の
思
潮
に
す
り
合
わ
せ
ら
れ
、
歪
曲
さ
れ
る
危
険
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
の
小
野
教
学
の
場
合
、
戦
後
の
著
作

で
あ
る
『
歎
異
抄
講
話
』
に
お
い
て
も
、
親
鸞
の
念
仏
思
想
が
「
国
体
」
や
「
皇
法
」
と
関
連
付
け
曲
解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、

戦
時
教
学
に
基
づ
く
法
学
へ
と
突
き
進
む
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
真
宗
学
、
仏
教
学
を
専
門

と
す
る
学
者
に
お
い
て
も
「
小
野
教
学
」
は
着
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
別
稿
に
論
じ
た
い
。

続
い
て
平
川
宗
信
は
、
小
野
の
立
場
を
一
部
継
承
し
、
小
野
が
、
⽇
本
の
精
神
史
・
精
神
的
伝
統
の
中
に
普
遍
な
る
も
の
を
求

め
、
そ
れ
を
現
代
的
に
展
開
し
て
刑
事
法
理
論
の
基
礎
と
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
を
評
価
す
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
小

野
が
、「
皇
国
⽇
本
の
道
」、「
⽇
本
国
体
」
こ
そ
が
「
⽇
本
法
理
」
で
あ
る
と
し
て
、
天
皇
制
絶
対
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
そ
の

も
の
を
絶
対
化
し
た
こ
と
を
問
題
視
す
る）

11
（

。
そ
の
上
で
、

具
体
的
・
実
体
的
な
も
の
は
、
相
対
的
な
存
在
で
あ
り
、
普
遍
的
・
絶
対
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
普
遍
的
・
絶
対
的
な
も
の

は
、
具
体
的
・
実
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、「
無
」（
絶
対
無
）
な
る
「
空
」
な
る
も
の
で
あ
る

当
時
の
⽇
本
社
会
に
対
す
る
批
判
精
神
を
失
っ
て
現
状
肯
定
に
陥
り
、「
皇
道
」、「
国
体
」
と
い
う
実
体
的
・
相
対
的
な
も

の
を
普
遍
・
絶
対
視
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
さ
れ
た）

11
（



─ 43 ── 43 ─

親鸞思想に基づく仏教「法学」論の研究序説（一）

と
批
判
し
て
い
る
。

ま
た
平
川
は
、
平
川
の
師
で
あ
る
団
藤
重
光
の
「
主
体
的
人
間
観
」「
主
体
性
の
刑
法
学
」
を
受
容
し
て
い
く
。
団
藤
は
、「
主

体
的
人
間
観
」
を
法
に
お
け
る
す
べ
て
の
現
象
に
拡
大
し
、
立
法
・
司
法
な
ど
、
法
の
制
定
・
運
用
・
解
釈
に
つ
い
て
も
、
そ
の

担
い
手
で
あ
る
人
間
の
主
体
性
を
中
心
に
考
え
る
、「
主
体
性
の
法
律
学
」
を
構
築
す
る
。
し
か
し
主
体
性
と
は
何
か
の
問
い
に

対
し
、
団
藤
は
仏
教
の
「
無
我
」
や
「
空
」
に
言
及
す
る
も
の
の
、
明
確
に
は
し
て
い
な
い
が
、
平
川
は
こ
の
問
題
を
、
親
鸞
思

想
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
す
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
親
鸞
に
お
け
る
主
体
性
は
「
自
我
の
主
体
性
」
で
は
な
く
、「
無
我

の
主
体
性
」
で
あ
る）

11
（

と
述
べ
、
親
鸞
の
人
間
論
に
基
づ
き
な
が
ら
そ
の
法
学
を
構
築
し
て
い
る）

11
（

。
平
川
説
に
関
す
る
詳
細
は
別
に

譲
り
た
い
。

二　

親
鸞
の
煩
悩
理
解
に
お
け
る
「
断
煩
悩
」（
生
死
流
転
の
煩
悩
）
の
側
面

以
上
、
小
野
と
平
川
の
親
鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教
「
法
学
」
の
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
親
鸞
の
人
間
論

を
明
か
す
た
め
に
、
親
鸞
の
煩
悩
理
解
に
つ
い
て
論
考
し
た
い
。

親
鸞
は
、「
煩
悩
」
に
つ
い
て
二
側
面
を
語
っ
て
い
る
。
一
つ
は
「
断
煩
悩
」（
生
死
流
転
・
悪
）
の
側
面
と
、
も
う
一
つ
は

「
不
断
煩
悩
」（
即
菩
提
・
即
涅
槃
・
救
済
・
無
自
性
空）

11
（

・
善
悪
）
の
側
面
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
決
し
て
別
の
も
の
で
は
な
く
、

「
煩
悩
」
の
二
側
面
、
二
面
性
を
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
村
上
速
水
（
一
九
一
九
～
二
〇
〇
〇
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
勧
学
）

は
、
親
鸞
が
『
教
⾏
信
証
』「
信
巻
」
に
『
涅
槃
経
』
の
皆
有
仏
性
の
義
を
引
用
す
る
意
に
つ
い
て
、
諸
法
の
空
無
自
性
な
る
こ

と
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
衆
生
の
中
に
仏
性
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
仏
性
中
に
衆
生
が
あ
る
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
ろ



─ 44 ── 44 ─

う
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
村
上
は
、
仏
性
と
は
煩
悩
に
対
す
る
菩
提
と
い
う
概
念
で
は
な
く
、
両
者
に
共
通
す
る
基
盤
で
あ
り
、

万
法
が
縁
に
よ
っ
て
変
化
し
て
ゆ
く
無
自
性
空
で
あ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
衆
生
が
一
念
の
迷
妄
に
遇
え
ば
迷
い
と
な
り
、

仏
の
智
慧
に
遇
え
ば
悟
界
と
な
る
。
仏
と
衆
生
と
は
無
自
性
空
を
共
通
の
基
盤
と
す
る
か
ら
煩
悩
が
転
じ
て
菩
提
と
な
り
、
生
死

を
全
う
じ
て
涅
槃
と
な
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
煩
悩
に
固
定
し
た
自
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
煩
悩
に
つ
い
て
菩
提
に
転
ず
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る）

1（
（

と
指
摘
す
る
。
筆
者
も
こ
の
村
上
説
に
立
ち
、
ま
ず
は
「
断
煩
悩
」（
生
死
流
転
）
の
側
面
に
つ
い
て
列
挙

し
て
い
き
た
い
。

親
鸞
は
主
著
と
な
る
『
教
⾏
信
証
』「
⾏
巻
」
に
、

も
し
人
、
菩
提
心
の
な
か
に
念
仏
三
昧
を
⾏
ず
れ
ば
、
一
切
の
煩
悩
、
一
切
の
諸
障
、
こ
と
ご
と
く
み
な
断
滅
す
と）

11
（

。

自
身
は
こ
れ
煩
悩
を
具
足
せ
る
凡
夫
、
善
根
薄
少
に
し
て
三
界
に
流
転
し
て
火
宅
を
出
で
ず
と
信
知
す）

11
（

。

と
語
り
、
煩
悩
が
断
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
三
界
に
流
転
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
明
か
す
。
ま
た
「
信
巻
」
に
は
、

し
か
る
に
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
没
し
て
、
真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し）

11
（

。

か
の
罪
を
造
る
人
は
、
み
づ
か
ら
妄
想
の
心
に
依
止
し
、
煩
悩
虚
妄
の
果
報
の
衆
生
に
よ
り
て
生
ず）

11
（

。

と
述
べ
、
煩
悩
は
虚
妄
で
あ
り
、
生
死
に
流
転
す
る
業
因
と
語
っ
て
い
く
。「
真
仏
土
巻
」
に
は
、

一
切
衆
生
は
こ
と
ご
と
く
仏
性
あ
れ
ど
も
、
煩
悩
覆
へ
る
が
ゆ
ゑ
に
見
る
こ
と
を
得
る
こ
と
あ
た
は
ず
と）

11
（

。

惑
染
の
衆
生
、
こ
こ
に
し
て
性
を
見
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
煩
悩
に
覆
は
る
る
が
ゆ
ゑ
に）

11
（

。

と
明
か
し
、
一
切
の
衆
生
が
煩
悩
に
よ
っ
て
仏
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
「
化
身
土
巻
」
に
は
、

し
か
る
に
今
の
時
の
衆
生
、
こ
と
ご
と
く
煩
悩
の
た
め
に
繋
縛
せ
ら
れ
て
、
い
ま
だ
悪
道
生
死
等
の
苦
を
勉
れ
ず）

11
（

。

貪
瞋
諸
見
の
煩
悩
来
り
間
断
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
慚
愧
・
懺
悔
の
心
あ
る
こ
と
な
き
が
ゆ
ゑ
に）

11
（

。

五
濁
悪
時
・
悪
世
界
・
悪
衆
生
・
悪
煩
悩
・
悪
邪
・
無
信
（
真
門
釈
・
四
〇
二
）
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黒
闇
生
死
海
を
⾏
じ
て
、
解
脱
を
得
と
い
へ
ど
も
、
煩
悩
を
雑
す
る
は
、
こ
の
人
還
り
て
悪
果
報
を
受
く）

11
（

。

か
く
の
ご
と
き
漸
次
に
劫
尽
き
、
も
ろ
も
ろ
の
天
人
尽
き
、
一
切
の
善
業
白
法
尽
滅
し
て
、
大
悪
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
溺
を
増

長
せ
ん）

1（
（

。

か
く
の
ご
と
き
次
第
に
劫
尽
き
、
も
ろ
も
ろ
の
天
人
尽
き
、
白
法
ま
た
尽
き
て
、
大
悪
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
溺
を
増
長
せ
ん）

11
（

。

了
知
清
浄
士
よ
、
か
く
の
ご
と
き
次
第
に
、
い
ま
劫
濁
・
煩
悩
濁
・
衆
生
濁
・
大
悪
煩
悩
濁
・
闘
諍
悪
世
の
時
、
人
寿
百
歳

に
至
り
て
、
一
切
の
白
法
尽
き
、
一
切
の
諸
悪
闇
翳
な
ら
ん）

11
（

。

源
信
、『
止
観
』
に
よ
り
て
い
は
く
（
往
生
要
集
・
中
）、「
魔
は
煩
悩
に
よ
り
て
菩
提
を
妨
ぐ
る
な
り
。
鬼
は
病
悪
を
起
し

命
根
を
奪
ふ
」（
意
）
と）

11
（

。

と
諸
文
を
引
用
す
る
。
こ
こ
で
親
鸞
は
、
悪
道
生
死
の
輪
廻
に
繋
縛
さ
せ
る
も
の
、
貪
欲
・
瞋
恚
、
悪
煩
悩
、
悪
果
報
を
齎
す
因

と
な
る
も
の
、
煩
悩
溺
、
煩
悩
濁
、
菩
提
を
妨
げ
る
も
の
と
示
し
、
煩
悩
を
徹
底
的
に
否
定
す
る
と
と
も
に
煩
悩
に
よ
っ
て
衆
生

は
流
転
し
て
い
く
と
い
う
、「
断
煩
悩
」（
生
死
流
転
）
の
側
面
を
明
か
し
て
い
る
。

続
い
て
『
教
⾏
信
証
』
以
外
の
書
物
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
み
た
い
。
列
挙
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

無
明
煩
悩
し
げ
く
し
て　

塵
数
の
ご
と
く
遍
満
す　

愛
憎
違
順
す
る
こ
と
は　

高
峰
岳
⼭
に
こ
と
な
ら
ず
（『
正
像
末
和
讃
』

三
時
讃
））

11
（

煩
悩
具
足
の
衆
生
は
、
も
と
よ
り
真
実
の
心
な
し
、
清
浄
の
心
な
し
、
濁
悪
邪
見
の
ゆ
ゑ
な
り
。（『
尊
号
真
像
銘
文
』））

11
（

「
凡
夫
」
と
い
ふ
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
身
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
ほ
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む

こ
こ
ろ
お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
、
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
（『
一
念
多
念
文
意
』））

11
（

具
縛
は
よ
ろ
づ
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
な
り
、
煩
は
身
を
わ
づ
ら
は
す
、
悩
は
こ
こ
ろ
を
な
や
ま
す
と
い
ふ）

11
（

。

「
内
」
は
う
ち
と
い
ふ
、
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
煩
悩
を
具
せ
る
ゆ
ゑ
に
虚
な
り
、
仮
な
り
。（
以
上
、『
唯
信
鈔
文
意
』））

11
（
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か
か
る
箇
所
で
親
鸞
は
、
煩
悩
を
無
明
で
あ
り
、
真
実
心
、
清
浄
心
は
な
く
、
身
を
煩
わ
し
、
心
を
悩
ま
す
も
の
と
語
り
、
あ

く
ま
で
生
死
流
転
し
て
い
く
だ
け
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
も
救
済
の
側
面
は
語
ら
れ
な
い
。
救
済
が
語
ら
れ
て
い
く
の
は
、
も
う
一

つ
の
不
断
滅
（
即
菩
提
・
即
涅
槃
・
無
自
性
空
）
の
煩
悩
の
側
面
で
あ
ろ
う
。
そ
の
救
済
の
側
面
の
文
言
を
み
る
前
に
、
親
鸞
が

こ
の
断
滅
の
煩
悩
は
阿
弥
陀
如
来
（
法
蔵
菩
薩
）
の
悲
引
に
よ
り
、
救
済
（
不
断
滅
）
に
至
る
こ
と
を
明
か
す
箇
所
を
示
し
た
い）

11
（

。

ま
ず
親
鸞
は
、『
教
⾏
信
証
』「
正
信
偈
」
に
、

煩
悩
の
林
に
遊
ん
で
神
通
を
現
じ
、
生
死
の
園
に
入
り
て
応
化
を
示
す
と
い
へ
り）

1（
（

。

と
説
き
、「
信
巻
・
三
一
問
答
」
に
は
、

如
来
の
至
心
を
も
つ
て
、
諸
有
の
一
切
煩
悩
悪
業
邪
智
の
群
生
海
に
回
施
し
た
ま
へ
り）

11
（

。

『
論
』（
論
註
・
下
）
に
い
は
く
、「〈
出
第
五
門
と
は
、
大
慈
悲
を
も
つ
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
の
身
を
示

し
て
、
生
死
の
園
、
煩
悩
の
林
の
な
か
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
教
化
地
に
至
る）

11
（

。

と
曇
鸞
の
『
論
註
』
の
文
言
を
引
用
し
、「
証
巻
・
還
相
回
向
釈
」
に
も
、

生
死
の
園
、
煩
悩
の
林
の
な
か
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
て
教
化
地
に
至
る）

11
（

。

〈
巧
方
便
〉
と
は
、
い
は
く
、
菩
薩
願
ず
ら
く
、〈
お
の
れ
が
智
慧
の
火
を
も
つ
て
一
切
衆
生
の
煩
悩
の
草
木
を
焼
か
ん
と
、

も
し
一
衆
生
と
し
て
成
仏
せ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
わ
れ
仏
に
な
ら
じ
〉
と）

11
（

。

〈
出
第
五
門
と
は
、
大
慈
悲
を
も
つ
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
身
を
示
し
て
、
生
死
の
園
、
煩
悩
の
林
の
な

か
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
、
教
化
地
に
至
る）

11
（

。

と
著
し
、
こ
こ
で
も
曇
鸞
の
『
論
註
』
を
引
用
す
る
。
ま
た
『
教
⾏
信
証
』
以
外
に
も
、『
文
類
聚
鈔
』
に
は
、

大
慈
大
悲
の
弘
誓
、
広
大
難
思
の
利
益
、
い
ま
し
煩
悩
の
稠
林
に
入
り
て
諸
有
を
開
導
し
、
す
な
は
ち
普
賢
の
徳
に
遵
ひ
て

群
生
を
悲
引
す）

11
（

。
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蓮
華
蔵
世
界
に
至
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
す
な
は
ち
寂
滅
平
等
身
を
証
せ
し
む
。
煩
悩
の
林
に
遊
び
て
神
通
を
現
じ
、
生
死
の

園
に
入
り
て
応
化
を
示
す
と）

11
（

。

と
説
き
、『
入
出
二
門
偈
』
に
は
、

か
の
土
に
生
れ
を
は
り
て
、
す
み
や
か
に
疾
く
奢
摩
他
・
毘
婆
舎
那
、
巧
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
を
は
り
て
、
生
死
の

園
・
煩
悩
の
林
に
入
り
て
、
応
化
身
を
示
し
、
神
通
に
遊
ぶ
、
教
化
地
に
至
り
て
群
生
を
利
せ
し
む）

11
（

。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
親
鸞
は
、
阿
弥
陀
如
来
（
法
蔵
菩
薩
）
が
、
煩
悩
に
繋
縛
さ
れ
生
死
に
流
転
す
る
我
々
凡

夫
を
救
済
す
る
た
め
に
応
化
身
を
示
し
、
煩
悩
の
林
・
稠
林
（「
断
煩
悩
」
の
側
面
）
に
回
入
し
、
開
導
し
て
救
済
し
て
い
く
こ

と
を
明
か
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
「
一
切
煩
悩
」
は
あ
く
ま
で
悪
業
で
あ
り
、
邪
知
で
あ
り
、
生
死
輪
廻
す
る
も
の
で
あ

り
、
救
済
（
無
上
大
涅
槃
・
不
退
転
）
の
側
面
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
「
断
煩
悩
」（
退
転
・
生
死
流
転
）
の
側
面
が

説
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う）

11
（

。

三　

親
鸞
の
煩
悩
理
解
に
お
け
る
「
不
断
煩
悩
」（
即
菩
提
の
煩
悩
）
の
側
面

親
鸞
の
煩
悩
理
解
の
二
側
面
の
う
ち
、「
不
断
煩
悩
」（
即
菩
提
・
即
涅
槃
）
の
側
面
を
列
挙
し
た
い
。
ま
ず
『
教
⾏
信
証
』
⾏

巻
に
は
、

『
経
』
に
説
き
て
「
煩
悩
の
氷
解
け
て
功
徳
の
水
と
成
る
」
と
の
た
ま
へ
る
が
ご
と
し）

1（
（

。

よ
く
一
念
喜
愛
の
心
を
発
す
れ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
な
り）

11
（

。

と
述
べ
、「
煩
悩
」
自
体
が
功
徳
と
な
り
、
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
な
く
涅
槃
を
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
「
証
巻
」
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（
真
実
証
）
に
は
、

し
か
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
往
相
回
向
の
心
⾏
を
獲
れ
ば
、
即
の
と
き
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
る

な
り
。
正
定
聚
に
住
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
か
な
ら
ず
滅
度
に
至
る
。（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
））

11
（

凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
あ
り
て
、
ま
た
か
の
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
三
界
の
繋
業
、
畢
竟
じ
て
牽
か
ず
。
す
な

は
ち
こ
れ
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
分
を
得
。
い
づ
く
ん
ぞ
思
議
す
べ
き
や
と）

11
（

。

と
述
べ
、
凡
夫
人
の
「
煩
悩
成
就
」
に
お
い
て
、
正
定
聚
に
入
り
、
三
界
の
業
に
繋
が
れ
る
こ
と
な
く
、
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
な

く
涅
槃
を
得
る
こ
と
を
明
か
す
。
特
に
「
証
巻
」
に
お
い
て
「
煩
悩
」
は
、
不
断
煩
悩
の
側
面
の
み
が
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

「
真
仏
土
巻
」
に
は
、

仏
、
須
菩
提
に
告
げ
た
ま
は
く
、《
一
切
の
法
は
み
な
こ
れ
化
な
り
。（
中
略
）
煩
悩
の
法
の
変
化
あ
り
、
業
因
縁
の
法
の
変

化
あ
り
。
こ
の
因
縁
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
、
須
菩
提
、
一
切
の
法
み
な
こ
れ
化
な
り
》
と
の
た
ま
へ
り）

11
（

。

と
善
導
の
『
観
経
疏
』「
玄
義
分
」
を
引
用
し
、
煩
悩
自
体
が
変
化
し
化
で
あ
り
、
無
自
性
空
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。

ま
た
『
教
⾏
信
証
』
以
外
に
も
、『
文
類
聚
鈔
』
に
は
、

煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
往
相
の
心
⾏
を
獲
れ
ば
す
な
は
ち
大
乗
正
定
の
聚
に
住
す
。
正
定
聚
に
住
す
れ
ば

か
な
ら
ず
滅
度
に
至
る）

11
（

。

煩
悩
成
就
の
凡
夫
人
、
信
心
開
発
す
れ
ば
す
な
は
ち
忍
を
獲
、
生
死
す
な
は
ち
涅
槃
な
り
と
証
知
す）

11
（

。

無
上
の
信
心
を
獲
れ
ば
、
す
な
は
ち
大
慶
喜
を
得
て
、
不
退
転
地
を
獲
る
な
り
。
煩
悩
を
断
ぜ
し
め
ず
し
て
、
す
み
や
か
に

大
涅
槃
を
証
す
と
な
り）

11
（

。

と
明
か
し
、『
入
出
二
門
偈
』
に
は
、

煩
悩
成
就
せ
る
凡
夫
人
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
、
す
な
は
ち
こ
れ
安
楽
自
然
の
徳
な
り）

11
（

。
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と
語
り
、
凡
夫
人
の
「
煩
悩
成
就
」
に
お
い
て
、
信
心
を
獲
れ
ば
、
不
退
転
地
を
獲
て
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
な
く
涅
槃
を
得
る
こ

と
、
生
死
即
涅
槃
と
証
知
す
る
こ
と
に
な
る
と
説
く
。
つ
ま
り
煩
悩
の
成
就
（
完
成
）
に
お
い
て
、
煩
悩
の
真
実
（
性
・
本
性
）

が
無
自
性
空
で
あ
る
と
領
解
（
証
知
）
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
煩
悩
が
断
滅
す
る
も
の
で
は
な
く
、
無
自
性
と
し
て
否
定
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
）
が
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
ま
た
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
は
、

「「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
い
ふ
は
、「
不
断
煩
悩
」
は
煩
悩
を
た
ち
す
て
ず
し
て
と
い
ふ
、「
得
涅
槃
」
と
申
す
は
、
無
上
大
涅
槃

を
さ
と
る
を
う
る
と
し
る
べ
し
。」）

11
（

と
い
い
、「
不
断
煩
悩
」（
即
菩
提
）
の
側
面
は
、
無
上
大
涅
槃
を
さ
と
る
こ
と
を
得
る
と
領

解
す
る
。
そ
し
て
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
は
、

ひ
と
す
ぢ
に
具
縛
の
凡
愚
・
屠
沽
の
下
類
、
無
碍
光
仏
の
不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩
を

具
足
し
な
が
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り）

1（
（

。

と
明
か
す
。
こ
こ
で
親
鸞
は
、
煩
悩
を
具
足
し
な
が
ら
、
無
上
大
涅
槃
に
至
る
と
語
り
、
煩
悩
の
「
不
断
煩
悩
」
の
側
面
を
明
か

し
て
い
る
。
か
か
る
箇
所
に
も
、
煩
悩
自
体
の
即
涅
槃
（
無
自
性
）
が
示
さ
れ
て
お
り
、
無
上
大
涅
槃
に
至
る
と
い
う
、
ま
さ
し

く
救
済
が
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る）

11
（

。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、「
煩
悩
成
就
」
と
語
る
場
合
は
、「
不
断
煩
悩
」
の
側
面
の
み
が
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
煩
悩

具
足
」
と
語
る
場
合
は
、
主
に
「
断
煩
悩
」
の
側
面
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、「
不
断
煩
悩
」
の
側
面
に
も
一
部
使
用
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
煩
悩
を
具
足
す
る
身
で
あ
る
凡
夫
は
、「
煩
悩
の
成
就
（
完
成
）」（
煩
悩
を
成
就
す
る
こ
と
）

に
お
い
て
煩
悩
の
無
自
性
（
即
菩
提
、
即
涅
槃
）
を
証
知
す
る
が
故
に
、「
煩
悩
成
就
」
に
お
い
て
は
即
菩
提
、
即
涅
槃
が
語
ら

れ
て
い
く
と
考
え
る
が
、
詳
細
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。
そ
の
他
『
三
帖
和
讃
』
に
は
、

本
願
円
頓
一
乗
は　

逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て　

煩
悩
・
菩
提
体
無
二
と　

す
み
や
か
に
と
く
さ
と
ら
し
む）

11
（

無
碍
光
の
利
益
よ
り　

威
徳
広
大
の
信
を
え
て　

か
な
ら
ず
煩
悩
の
こ
ほ
り
と
け　

す
な
は
ち
菩
提
の
み
づ
と
な
る）

11
（
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尽
十
方
無
碍
光
の　

大
悲
大
願
の
海
水
に　

煩
悩
の
衆
流
帰
し
ぬ
れ
ば　

智
慧
の
う
し
ほ
に
一
味
な
り）

11
（

弥
陀
の
智
願
海
水
に　

他
力
の
信
水
い
り
ぬ
れ
ば　

真
実
報
土
の
な
ら
ひ
に
て　

煩
悩
菩
提
一
味
な
り）

11
（

と
詠
み
、
煩
悩
は
菩
提
と
体
無
二
で
あ
り
、
智
慧
と
一
味
で
あ
る
と
語
る
。
さ
ら
に
ま
た
『
御
消
息
』
に
は
、

ま
た
如
来
と
ひ
と
し
と
い
ふ
は
、
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
仏
の
心
光
に
照
ら
さ
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
信
心
歓
喜
す
。
信
心
歓
喜
す
る

ゆ
ゑ
に
正
定
聚
の
数
に
住
す）

11
（

。

ま
た
他
力
と
申
す
は
、
仏
智
不
思
議
に
て
候
ふ
な
る
と
き
に
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
無
上
覚
の
さ
と
り
を
得
候
ふ
な
る
こ
と

を
ば
、
仏
と
仏
の
み
御
は
か
ら
ひ
な
り）

11
（

、

と
述
べ
、
正
定
聚
に
住
し
、
無
上
覚
の
さ
と
り
を
得
る
と
す
る
「
不
断
煩
悩
」
の
側
面
が
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

も
と
は
無
明
の
酒
に
酔
ひ
て
、
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
の
三
毒
を
の
み
好
み
め
し
あ
う
て
候
ひ
つ
る
に
、
仏
の
ち
か
ひ
を
き
き

は
じ
め
し
よ
り
、
無
明
の
酔
ひ
も
や
う
や
う
す
こ
し
づ
つ
さ
め
、
三
毒
を
も
す
こ
し
づ
つ
好
ま
ず
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
薬
を

つ
ね
に
好
み
め
す
身
と
な
り
て
お
は
し
ま
し
あ
う
て
候
ふ
ぞ
か
し
。（
中
略
）
薬
あ
り
、
毒
を
好
め
と
候
ふ
ら
ん
こ
と
は
、

あ
る
べ
く
も
候
は
ず
と
ぞ
お
ぼ
え
候
ふ）

11
（

。

と
語
り
、
無
明
に
よ
る
三
毒
の
煩
悩
が
、
阿
弥
陀
仏
の
誓
い
を
聞
き
始
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
毒
の
煩
悩
を
好
ま
な
く
な
る
こ

と
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
薬
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
三
毒
の
煩
悩
を
好
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ

に
は
不
断
煩
悩
（
阿
弥
陀
仏
の
薬
）
と
い
う
救
済
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
て
も
、
な
お
煩
悩
は
悪
で
あ
り
、
抑
制
す
べ
き
も

の
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。『
歎
異
抄
』
に
は
、「「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」

と
こ
そ
、
聖
人
（
親
鸞
）
は
仰
せ
候
ひ
し
に
」）

（11
（

、「
薬
あ
れ
ば
と
て
、
毒
を
こ
の
む
べ
か
ら
ず
」）

（1（
（

と
あ
り
、
業
縁
に
よ
っ
て
い
か
な

る
⾏
為
を
す
る
か
分
か
ら
な
い
、
煩
悩
の
無
自
性
が
語
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
毒
を
好
む
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
煩
悩
の
滅
（
抑
制
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う）

（10
（

。
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小　
　

結

親
鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教
「
法
学
」
の
研
究
は
、
小
野
清
一
郎
や
平
川
宗
信
の
法
学
研
究
に
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
親
鸞
の
人
間

論
に
注
目
し
、
そ
れ
を
法
学
の
基
盤
と
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
彼
ら
の
研
究
方
法
を
受
け
、
筆
者
は
親
鸞
の
説
示
す
る
「
煩

悩
」
の
二
側
面
に
着
目
す
る
こ
と
で
親
鸞
の
人
間
論
を
明
か
し
た
上
で
、
そ
の
人
間
論
に
基
づ
い
て
法
学
を
論
ず
る
と
い
う
、
親

鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教
「
法
学
」
の
研
究
を
試
み
る
。
当
稿
は
そ
の
第
一
と
し
て
、
親
鸞
に
お
け
る
煩
悩
理
解
の
二
側
面
に
つ
い

て
論
考
し
た
。

親
鸞
は
、
煩
悩
に
つ
い
て
「
断
煩
悩
」（
退
転
・
断
滅
・
生
死
流
転
・
悪
）
と
「
不
断
煩
悩
」（
救
済
・
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即

涅
槃
・
無
自
性
空
）
の
側
面
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
別
の
も
の
で
は
な
く
、
煩
悩
の
二
側
面
で
あ
る
。「
断
煩
悩
」
の
煩
悩

は
「
断
滅
」「
流
転
」「
悪
煩
悩
」「
煩
悩
濁
」
な
ど
と
説
か
れ
、
断
滅
す
べ
き
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
生
死
流
転

す
る
煩
悩
で
あ
る
が
故
に
、
救
済
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
に
、
阿
弥
陀
如
来
（
法
蔵
菩
薩
）
が
「
断
煩
悩
」
の
側
面
（
林
・

稠
林
）
に
回
入
し
て
応
化
身
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
衆
生
の
煩
悩
は
「
不
断
煩
悩
」
の
側
面
へ
と
開
導
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て

「
不
断
煩
悩
」
の
側
面
の
煩
悩
は
、
煩
悩
が
無
自
性
（
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
）
で
あ
る
と
証
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
煩

悩
の
自
性
が
否
定
さ
れ
（「
煩
悩
」
の
本
性
）、
無
自
性
で
あ
る
と
領
解
（
証
知
）
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
明
か
す
。
さ
ら
に
「
煩
悩

具
足
」
は
主
に
「
断
煩
悩
」
の
側
面
に
使
用
さ
れ
、「
煩
悩
成
就
」
は
「
不
断
煩
悩
」
の
側
面
の
み
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
煩
悩
の
成
就
に
関
係
な
く
、
凡
夫
自
体
が
煩
悩
を
具
足
す
る
身
で
あ
り
、
そ
の
凡
夫
が
、
煩
悩
を
成
就
さ
せ
る
と
き
に

お
い
て
、
煩
悩
の
本
性
（
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
、
無
自
性
空
）
を
証
知
せ
ら
れ
る
と
い
う
救
済
を
説
く
も
の
と
考
え
ら
れ



─ 52 ── 52 ─

る
。
か
か
る
詳
細
は
別
稿
に
論
じ
た
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
煩
悩
即
菩
提
、
生
死
即
涅
槃
を
根
拠
に
、
煩
悩
の
増
大
を
是
と
し
て
い
く
論
理
は
、
自
己
あ
る
い
は
国
家
の

欲
望
、
煩
悩
を
正
当
化
し
、
全
て
肯
定
し
て
い
く
可
能
性
を
孕
ん
で
お
り
、
仮
に
そ
の
視
点
か
ら
の
み
で
構
築
さ
れ
る
法
学
論
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
大
変
危
険
な
方
向
に
進
む
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
例
が
小
野
教
学
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
さ
る
べ
き
業
縁
の
も
よ

ほ
さ
ば
、
い
か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」
人
間
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
権
力
者
も
国
家
も
例
外
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
阿
弥
陀

如
来
の
悲
引
に
よ
り
煩
悩
を
抑
制
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
と
い
う
、「
薬
あ
れ
ば
と
て
毒
を
こ
の
む
べ
か
ら
ず
」
と
常
に
証

知
せ
ら
れ
る
「
法
学
」
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
親
鸞
思
想
に
基
づ
く
仏
教
「
法
学
」
論
と
な
る
と
推
察
で
き
よ
う）

（10
（

。

註（
1
）　
「
仏
教
法
学
」
と
い
う
語
は
、
刑
法
学
者
で
あ
る
平
川
宗
信
が
実
際
に
使
用
し
て
い
る
。
平
川
は
、
曽
我
量
深
が
「
仏
教
社
会
学
」（
還
相
社
会

学
、
本
願
社
会
学
）
と
述
べ
た
こ
と
に
基
づ
く
と
明
か
し
て
い
る
。（
平
川
宗
信
「
親
鸞
思
想
に
立
脚
し
た
憲
法
的
刑
法
学
を
求
め
て
─
本
願
法

学
へ
の
歩
み
と
現
在
─
」、『
現
代
と
親
鸞
』
第
四
一
号
、
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
、
六
四
～
一
〇
五
頁
、
二
〇
一
九
年
）
ま
た
平
川
は
、
仏
教
思
想
、

特
に
親
鸞
思
想
を
基
盤
と
し
た
憲
法
お
よ
び
、
刑
法
学
の
研
究
を
⾏
い
、
親
鸞
思
想
に
立
脚
し
た
憲
法
学
、
刑
法
学
の
構
築
を
試
み
、
詳
細
に
論

考
し
て
い
る
。（
同
『
憲
法
的
刑
法
学
の
展
開
─
仏
教
思
想
を
基
盤
と
し
て
─
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）

（
2
）　

近
年
、
高
橋
文
彦
は
、
仏
教
の
無
我
の
思
想
か
ら
、
自
然
法
を
論
じ
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。（「
無
我
の
正
義
論
は
可
能
か
？
─
仏
教
的
自
然

法
論
序
説
（
１
）
─
」『
明
治
学
院
大
学
法
学
研
究
』
一
〇
六
巻
、
四
五
～
六
一
頁
、
二
〇
一
九
年
）

（
3
）　

⼭
崎
龍
明
は
、「
憲
法
九
条
は
仏
の
願
い
」
で
あ
る
と
述
べ
、
憲
法
前
文
と
仏
法
の
精
神
を
関
連
付
け
て
い
る
。（『
平
和
へ
の
道
─
憲
法
九
条

は
仏
の
願
い
』（
樹
心
社
、
二
〇
一
七
年
、
九
四
～
九
五
頁
）

（
4
）　

森
末
伸
⾏
は
、「
法
に
関
す
る
学
問
研
究
は
、
法
哲
学
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
法
と
法
現
象
を
研
究
対
象
と
す
る
点

で
共
通
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
視
座
か
ら
法
と
法
現
象
を
考
察
す
る
多
く
の
分
科
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
法
解
釈
学
、
法
社
会
学
、
法
史
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学
、
比
較
法
学
、
法
人
類
学
、
法
心
理
学
、
法
情
報
学
…
…
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
総
称
が
、
法
哲
学
も
そ
の
も
と
に
組
み
い
れ
ら
れ
る
「
法

学
」
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。（『
法
哲
学
概
説
（
法
哲
学
体
系
講
義
）』
中
央
大
学
出
版
社
、
一
九
九
四
年
、
七
頁
）

（
5
）　

今
村
仁
司
は
、「
親
鸞
を
哲
学
者
（
智
慧
を
求
め
る
人
）
と
し
て
厳
密
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、「
彼
の
著
作
『
教
⾏
信
証
』
を
学

的
組
織
の
言
説
、
哲
学
的
テ
キ
ス
ト
と
し
て
定
義
」
す
る
。
そ
の
う
え
で
『
教
⾏
信
証
』
の
化
身
土
巻
に
注
目
し
、
親
鸞
思
想
に
基
づ
く
法
哲
学

を
論
考
し
て
い
る
。（『
親
鸞
と
学
的
精
神
』
岩
村
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
二
一
、
一
四
八
～
一
五
九
頁
）

（
6
）　

梶
村
昇
「
仏
教
学
研
究
の
一
分
野
─
応
用
仏
教
学
成
立
へ
の
試
論
─
」（『
亜
細
亜
大
学
誌
諸
学
紀
要
』
六
、
一
一
五
～
一
二
七
頁
、
一
九
六
一

年
）

（
7
）　

西
義
雄
「
應
用
佛
教
學
の
基
盤
と
そ
の
分
野
─
死
せ
る
佛
陀
觀
と
活
け
る
佛
陀
觀
を
視
點
と
し
て
─
」（『
印
仏
研
』
一
五
（
二
）、
六
〇
二
～

六
一
三
頁
、
一
九
六
七
年
）

（
8
）　

藤
田
清
『
仏
道
体
系
と
応
用
仏
教 （
諸
） 

学
（『
印
仏
研
』
二
一
（
一
）、
二
九
～
三
五
頁
、
一
九
七
二
年
）

（
9
）　

梶
村
前
掲
論
文
。
梶
村
は
「
仏
教
と
時
代
的
状
況
と
の
関
連
の
研
究
は
仏
教
信
仰
に
と
っ
て
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
決
し
て
そ
れ

が
周
辺
的
な
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
な
く
し
て
は
信
仰
が
成
立
し
な
い
と
い
う
信
仰
の
第
一
義
的
な
問
題
で
あ
る
」
と
も
述
べ
る
。

（
10
）　

西
義
雄
前
掲
論
文

（
11
）　

藤
田
清
前
掲
論
文

（
12
）　

藤
田
清
「
応
用
仏
教
学
の
構
造
」（『
印
仏
研
』
第
二
三
（
二
）、
六
〇
九
～
六
一
三
頁
、
一
九
七
五
年
）、
村
石
恵
照
「
唯
識
史
観
試
論
─
応
用

仏
教
学
と
し
て
」（『
東
洋
学
研
究
』
三
七
、
三
一
～
五
〇
頁
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。

（
13
）　

仏
教
経
済
学
は
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
ー
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
研
究
に
対
す
る
関
心
は

高
く
、
現
代
社
会
と
の
関
係
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
辻
井
清
吾
「
仏
教
経
済
思
想
と
現
代
社
会
の
あ
り
方
へ
の
一
考
察
」『
印
仏
研
』
五
〇
（
一
）、

二
四
二
～
二
三
九
頁
、
二
〇
〇
一
年
）

（
14
）　

⼭
崎
龍
明
前
掲
書
に
、
憲
法
と
仏
教
思
想
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
。

（
15
）　

中
⼭
研
一
は
、「
小
野
博
士
の
「
⽇
本
法
理
」
は
、
⽇
本
民
族
の
固
有
法
と
東
洋
的
特
色
、
外
国
法
の
継
受
方
法
の
柔
軟
さ
な
ど
、
多
く
の
歴

史
的
事
実
を
明
か
し
た
点
で
、
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
一
貫
す
る
正
義
や
理
念
が
、
帰
納
的
な
方
法
で
は
な

く
、
超
国
家
的
な
「
国
体
」
精
神
に
ま
で
昇
華
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
当
時
の
現
実
の
国
家
体
制
（
全
体
主
義
と
軍
国
主
義
）
と
結
合
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
は
大
東
亜
戦
争
下
の
法
秩
序
を
そ
っ
く
り
肯
定
し
正
当
化
す
る
に
至
っ
た
点
に
決
定
的
な
問
題
点
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
す
る
。（『
佐
伯
・
小
野
博
士
の
「
⽇
本
法
理
」
の
研
究
』
二
一
三
頁
、
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
）

（
16
）　

池
本
重
臣
は
、
真
宗
学
と
は
「
宗
祖
の
根
本
的
立
場
を
出
発
点
と
し
て
、
宗
祖
の
教
義
を
教
理
史
の
立
場
よ
り
考
察
し
て
本
質
を
見
出
し
、
其

に
現
代
的
価
値
を
与
え
る
学
問
」
と
定
義
す
る
。（『
親
鸞
教
学
の
教
理
史
的
研
究
』
永
田
文
昌
堂
、
一
九
六
九
年
、
二
九
三
頁
）
筆
者
は
真
宗
学

に
お
い
て
教
理
史
を
専
門
と
し
て
お
り
、
筆
者
の
真
宗
「
法
学
」
研
究
は
、
池
本
の
定
義
す
る
「
真
宗
学
」
と
な
ろ
う
。

（
17
）　

こ
こ
に
い
う
真
宗
「
法
学
」
論
の
研
究
は
、
ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
が
提
唱
す
るShinshu T

heology

（
真
宗
テ
オ
ロ
ジ
ー
）
と
い
う
方
法
論
に

も
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
は
、『
智
慧
の
潮
─
親
鸞
の
智
慧
・
主
体
性
・
社
会
性
─
（Shinshu T

heology

か
ら
見
え
て
く
る
新

し
い
水
平
線
）』（
ケ
ネ
ス
・
タ
ナ
カ
共
著
、
武
蔵
野
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
一
六
頁
）
の
中
で
、Shinshu T

heology

を
採
用
す
る
こ

と
に
つ
い
て
三
つ
の
視
点
を
示
し
、
そ
の
う
ち
の
第
一
の
視
点
と
し
て
、
伝
統
宗
学
や
従
来
の
真
宗
学
に
限
ら
な
い
方
法
・
視
点
を
挙
げ
る
。
そ

し
て
、
課
題
を
追
求
す
る
範
疇
を
超
え
た
視
点
や
方
法
論
を
認
め
る
こ
と
に
し
、
そ
れ
で
も
っ
て
こ
そ
視
野
を
広
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
述

べ
て
い
る
。

（
18
）　

親
鸞
の
人
間
論
を
煩
悩
論
に
基
づ
い
て
論
じ
る
研
究
と
し
て
、
⼭
崎
龍
明
「
親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（
三
）
親
鸞
の
煩
悩
論
」（『
武
蔵
野

大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
四
号
、
三
七
～
六
四
頁
、
二
〇
〇
八
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
19
）　
『
教
⾏
信
証
』「
正
信
偈
」『
註
釈
版
聖
典
』
二
〇
四
頁

（
20
）　
『
教
⾏
信
証
』「
証
巻
」
同
右
三
〇
七
頁

（
21
）　
『
御
消
息
』
同
右
七
七
六
頁

（
22
）　

親
鸞
の
著
作
を
み
る
と
、
成
就
は
仏
・
菩
薩
以
外
の
使
用
は
煩
悩
成
就
の
凡
夫
以
外
の
使
用
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
具
足
に
つ
い
て
は
衆
生
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
成
就
と
具
足
に
つ
い
て
は
紙
面
の
都
合
上
、
別
稿
に
論
じ
る
。

（
23
）　

筆
者
は
法
学
部
出
身
で
あ
り
、
以
下
の
説
明
は
法
学
研
究
に
お
い
て
常
識
的
な
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
仏
教
文
化
研
究
に
お
い
て
は
、「
法

学
」
自
体
が
一
般
的
で
は
な
い
為
、
述
べ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

（
24
）　

平
川
前
掲
註
一
参
照

（
25
）　

小
野
清
一
郎
『
歎
異
抄
講
話
（
増
補
新
版
）』
大
法
輪
閣
、
一
九
七
三
年

（
26
）　
『
仏
教
と
現
代
思
想
』
大
雄
閣
、
一
九
二
五
年

（
27
）　

中
⼭
研
一
、
前
掲
参
照

（
28
）　

小
野
清
一
郎
の
刑
法
理
論
の
思
想
的
背
景
を
論
考
し
た
も
の
と
し
て
は
、
佐
々
木
聰
「
小
野
刑
法
学
の
思
想
的
・
哲
学
的
背
景
─
仏
教
思
想
を
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中
心
と
し
て
─
」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
八
集
、
二
〇
〇
二
年
）、
吉
永
圭
「
小
野
清
一
郎
に
お
け
る
法
思
想
と
仏
教
思
想
」（『
大
東

法
学
』
七
三
、
二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。

（
29
）　

同
『
⽇
本
法
理
の
自
覚
的
展
開
』
有
斐
閣
、
一
九
四
二
年
。
小
野
に
対
す
る
法
学
者
の
先
⾏
研
究
は
、『
⽇
本
法
理
の
自
覚
的
展
開
』
に
関
す

る
も
の
が
数
多
く
あ
る
。（
中
⼭
研
一
前
掲
書
、
平
川
宗
信
前
掲
書
、
出
口
雄
一
「
統
制
・
道
義
・
違
法
性
─
小
野
清
一
郎
の
「
⽇
本
法
理
」
を

め
ぐ
っ
て
」（『
桐
蔭
法
学
』
二
〇
（
二
）、
一
三
九
～
一
六
九
頁
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど
。

（
30
）　

小
野
前
掲
書
、
一
～
二
頁

（
31
）　

同
右
二
～
三
頁

（
32
）　

同
右
一
二
～
一
三
頁

（
33
）　

同
右
六
四
頁

（
34
）　

同
右
六
六
頁

（
35
）　

同
右
六
六
頁

（
36
）　

同
右
六
九
頁

（
37
）　

同
右
九
七
頁

（
38
）　

同
右
一
〇
八
頁

（
39
）　

同
右
一
〇
八
頁

（
40
）　

同
右
一
八
一
頁

（
41
）　

当
時
、
親
鸞
思
想
は
聖
徳
太
子
と
関
連
付
け
て
理
解
さ
れ
て
い
た
為
、
当
時
と
し
て
は
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
特
に
小
野
が

多
用
す
る
第
十
五
条
「
私
に
背
き
公
に
向
か
う
、
是
臣
の
道
な
り
」
は
「
皇
道
仏
教
」
に
良
く
用
い
ら
れ
、
戦
時
中
、
親
鸞
思
想
に
関
連
付
け
ら

れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。（
新
野
和
暢
「
皇
道
仏
教
と
い
う
思
想
─
十
五
年
戦
争
期
の
大
陸
布
教
と
国
家
─
」『
人
文
学
報
』
一
〇
八
、
九
七
～
一

一
一
頁
、
二
〇
一
五
年
）

（
42
）　
『
歎
異
抄
講
話
』
一
〇
三
～
一
〇
四
頁

（
43
）　

同
右
一
〇
六
～
一
〇
七
頁

（
44
）　

同
右
一
四
五
～
一
四
六
頁

（
45
）　

中
⼭
前
掲
。
さ
ら
に
中
⼭
は
、
敗
戦
後
も
率
直
な
反
省
や
自
己
批
判
が
回
避
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
よ
り
大
き
な
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
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指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
国
家
に
対
し
て
倫
理
性
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。（
前
掲
書
、
二
一
三
～
二
一
四
頁
）

（
46
）　

平
川
前
掲
書
、
四
九
～
五
〇
頁
。

（
47
）　

同
右
五
〇
頁

（
48
）　

同
右
一
五
七
頁

（
49
）　

同
右
「
憲
法
的
・
仏
教
的
刑
事
法
原
論
」（
一
三
二
～
一
三
九
頁
）、「
刑
法
と
人
間
─
親
鸞
の
地
平
か
ら
─
」（
一
四
〇
～
一
六
五
頁
）、「
憲
法

と
仏
教
思
想
」（
一
六
六
～
一
八
六
頁
）
な
ど

（
50
）　

江
戸
宗
学
に
お
い
て
は
、
本
願
寺
派
学
僧
の
道
振
（
一
七
七
三
～
一
八
二
四
）
が
無
自
性
仏
性
説
を
展
開
し
て
い
る
。

（
51
）　

村
上
速
水
『
親
鸞
教
義
の
研
究
』（
一
九
六
八
年
、
永
田
文
昌
堂
、
一
七
四
頁
）

（
52
）　
「
⾏
巻
・
大
⾏
釈
」『
註
釈
版
聖
典
』
一
六
一
頁

（
53
）　

同
右
一
八
八
頁
、「
信
巻
・
大
信
釈
」（
同
二
八
八
頁
）
に
も
あ
る
。

（
54
）　
「
三
一
問
答
」
同
右
二
四
一
頁

（
55
）　
「
明
所
被
機
」
同
右
三
〇
〇
頁

（
56
）　
「
真
仏
土
釈
」
同
右
三
五
五
頁

（
57
）　
「
真
仏
土
結
釈
」
同
右
三
七
一
頁

（
58
）　
「
観
経
隠
顕
」
同
右
三
八
八
頁

（
59
）　
「
観
経
隠
顕
」
同
右
三
八
九
頁

（
60
）　
「
真
門
釈
」
同
右
四
〇
八
頁

（
61
）　
「
外
教
釈
」
同
右
四
四
二
頁

（
62
）　
「
外
教
釈
」
同
右
四
四
二
頁

（
63
）　
「
外
教
釈
」
同
右
四
四
三
頁

（
64
）　
「
後
序
」
同
右
四
七
一
頁

（
65
）　

同
右
六
〇
一
頁

（
66
）　

同
右
六
四
三
頁

（
67
）　

同
右
六
九
三
頁
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（
68
）　

同
右
七
〇
七
～
七
〇
八
頁

（
69
）　

同
右
七
一
五
頁

（
70
）　

村
上
速
水
は
、「
も
し
衆
生
に
仏
性
を
認
め
ず
、
煩
悩
悪
業
を
固
定
性
と
す
る
な
ら
ば
、
つ
い
に
凡
夫
は
仏
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ

う
。」
と
述
べ
、
道
振
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
無
自
性
仏
性
説
「
仏
性
を
も
っ
て
無
自
性
と
理
解
す
る
立
場
に
あ
っ
て
は
、
衆
生
を
し
て
仏
た
ら

し
め
る
も
魔
た
ら
し
め
る
も
、
全
く
縁
に
よ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
願
力
に
全
力
を
認
め
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
皆
有

仏
性
と
い
っ
て
も
少
し
も
絶
対
他
力
の
救
済
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。」
と
し
て
い
る
。（
村
上
前
掲
書
、
一
七
六
～
一
七
七
頁
）

（
71
）　

同
右
二
〇
五
頁

（
72
）　

同
右
二
三
一
頁

（
73
）　

同
右
二
四
三
頁

（
74
）　

同
右
三
一
三
頁

（
75
）　

同
右
三
二
六
頁

（
76
）　

同
右
三
三
四
頁

（
77
）　
「
三
法
列
釈
」
同
右
四
八
三
頁

（
78
）　
「
念
仏
正
信
偈
」
同
右
四
八
七
頁

（
79
）　

同
右
五
四
八
頁

（
80
）　

村
上
速
水
は
、
生
仏
本
来
平
等
で
あ
る
な
ら
ば
な
ぜ
仏
は
慈
悲
心
を
起
こ
し
衆
生
を
憐
愍
す
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
、
性
と
修
の
面
が
あ

り
、
性
の
側
で
は
生
仏
平
等
凡
聖
斉
円
で
あ
る
が
、
修
の
面
で
は
、
十
界
は
宛
然
と
し
て
差
別
し
て
い
る
。
真
実
の
智
慧
に
徹
す
る
と
き
実
相
が

知
ら
れ
る
が
、
同
時
に
ま
た
現
実
が
虚
妄
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
、
そ
う
な
れ
ば
、
虚
妄
な
る
も
の
に
執
着
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
こ
れ
を

憐
愍
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
真
実
の
智
慧
は
必
然
的
に
慈
悲
を
生
ず
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。（
村
上
前
掲
書
、
一
七
五
頁
）

（
81
）　
「
一
乗
海
釈
」
同
右
一
九
七
頁

（
82
）　
「
正
信
偈
」
同
右
二
〇
三
頁

（
83
）　
「
真
実
証
釈
」
同
右
三
〇
七
頁

（
84
）　

同
右
三
一
一
頁
、「
真
仏
土
巻
」（
同
三
五
八
頁
）
に
も
同
様
の
文
が
あ
る
。
ま
た
『
三
経
往
生
文
類
』
に
も
「
凡
夫
人
の
煩
悩
成
就
せ
る
あ
つ

て
、
ま
た
か
の
浄
土
に
生
を
得
る
に
、
三
界
の
繋
業
畢
竟
じ
て
牽
か
ず
。
す
な
は
ち
こ
れ
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
の
分
を
得
。」（
同
六
二
九
）
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と
あ
る
。

（
85
）　

同
右
三
六
六
～
三
七
七
頁

（
86
）　
「
三
法
列
釈
」
同
右
四
八
二
頁

（
87
）　
「
念
仏
正
信
偈
」
同
右
四
八
七
～
四
八
八
頁

（
88
）　
「
結
嘆
」
同
右
四
九
七
頁

（
89
）　

同
右
五
四
九
頁

（
90
）　

同
右
六
七
二
頁

（
91
）　

同
右
七
〇
七
頁

（
92
）　

村
上
速
水
は
、
迷
悟
差
別
の
宛
然
た
る
と
こ
ろ
に
救
済
の
悲
願
が
起
る
引
由
が
あ
り
、
生
仏
ひ
と
し
く
無
自
性
空
で
あ
る
と
こ
ろ
に
凡
夫
も
つ

い
に
仏
果
に
至
る
こ
と
を
得
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
義
相
俟
っ
て
他
力
救
済
の
意
義
が
成
ず
る
と
述
べ
て
い
る
。（
村
上
前
掲
書
、

一
七
六
頁
）

（
93
）　
『
高
僧
和
讃
』「
曇
鸞
讃
」
同
右
五
八
四
頁

（
94
）　
『
高
僧
和
讃
』「
曇
鸞
讃
」
同
右
五
八
四
頁

（
95
）　
『
高
僧
和
讃
』「
曇
鸞
讃
」
同
右
五
八
五
頁

（
96
）　
『
正
像
末
和
讃
』
三
時
讃
・
六
〇
四
頁
。「
煩
悩
と
功
徳
と
一
つ
に
な
る
な
り
」
と
左
訓
が
あ
る
。

（
97
）　

同
右
七
六
五
頁

（
98
）　

同
右
七
七
六
～
七
七
七
頁

（
99
）　

同
右
七
三
九
頁

（
100
）　

同
右
八
四
四
頁

（
101
）　

同
右
八
四
三
頁

（
102
）　

村
上
速
水
は
、
他
力
廻
向
が
実
践
さ
れ
、
他
力
救
済
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
生
仏
一
如
に
し
て
無
自
性
で
あ
る
義
が
許
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
生
仏
異
質
な
り
と
す
れ
ば
衆
生
の
成
仏
は
不
可
能
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。（
村
上
前
掲
書
、
一
七
七
頁
）

（
103
）　

平
川
宗
信
は
、
自
分
と
国
家
の
虚
仮
不
実
を
自
覚
し
つ
つ
、
国
家
に
掛
け
ら
れ
た
全
人
類
の
究
極
の
願
い
（
阿
弥
陀
仏
の
本
願
、
悲
願
）
に

立
っ
て
、
現
代
社
会
に
お
け
る
法
の
あ
り
方
を
批
判
し
続
け
て
い
く
こ
と
が
、
親
鸞
思
想
を
基
盤
と
し
て
法
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
て
い
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る
。（
平
川
宗
信
前
掲
書
、
一
六
八
頁
）

（
武
蔵
野
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
客
員
研
究
員
、
武
蔵
野
大
学
附
属
千
代
田
高
等
学
院
教
諭　

博
士
（
文
学
））


